
本
人

運
転

介
護
者

運
転

操
作
系

乗
降
系

9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19

1 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇

3 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △

4 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △

1 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇

A 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

B △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 △ 〇 〇 〇 〇

20歳
未満

20歳
以上

20.歳
未満

20歳
以上

保護者
65歳
未満

65歳
以上

18歳
以上

18.歳
未満

片道
5km
以上

第２種 第１種
本人
運転

在宅
生活

歩行
困難者

有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

＊〇は該当､△は一部該当。〇､△の場合でも、年齢･所得･程度などによって該当しない場合があります。詳しくは担当窓口でお尋ねください。

㊟ 精神疾患(認知症、てんかんなども含む)で通院している方。ただし、病態によって該当しない場合もあります。

１　福祉制度一覧

手 当 ・ 年 金 な ど 医 療 費 の 補 助 交 通 機 関 な ど の 割 引 お よ び 助 成

自立支援医療
福祉タクシー

利用券
自動車関係

有
料
道
路
の
割
引

自
動
車
改
造
費
助
成

　　　　　該当ページ
障がい区分

年齢制限など
主な条件

所得要件など

介護保険と共通するサービス

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
障
が
い
者
手
当

障
が
い
児
福
祉
手
当

障
が
い
基
礎
年
金

障
が
い
厚
生

(

共
済

)

年
金

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

島
根
県
心
身
障
が
い
者

　
　
　
　
　
　
　
扶
養
共
済
制
度

福
祉
医
療
費
助
成

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業

後
期
高
齢
者
医
療
へ
の
加
入

J
R
運
賃
の
割
引

航
空
料
金
の
割
引

バ
ス
･
電
車
･
旅
客
船
の

　
　
　
　
　
割
引

（
県
内

）

出
雲
市
福
祉
バ
ス

タ
ク
シ
ー
運
賃
割
引

腎
臓
機
能
障
が
い
者
通
院
費
助
成

更
生
医
療

育
成
医
療

精
神
通
院
医
療

医
療
費
助
成

(

出
雲
市

)

障
が
い
者
手
帳
所
有

常
時
車
い
す
で
外
出

常
時
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
で
外
出

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
補
助

思
い
や
り
駐
車
場

視覚

聴覚
平衡機能

音声
言語
そしゃく

肢体不自由
上肢・下肢

体幹
運動機能等

内部機能
心臓・腎臓
小腸・肝臓

呼吸器・免疫
ぼうこう・直腸

人
工
透
析
を

受
け
て
い
る
方

療育手帳

精神障がい者
保健福祉手帳 ㊟

身
体
障
が
い
者
手
帳

在
宅
で
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
又
は
２
級
程
度
の
障
が
い
が
重
複
し
て
い
る
方
・
そ
れ
と
同
程
度
の
障
が
い
の
あ
る
方

2
0
歳
以
上
の
方
で
6
5
歳
ま
で
に
障
が
い
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
が
い
に
な
っ
た
方

厚
生

(

共
済

)

年
金
加
入
中
に
病
気
や
ケ
ガ
が
も
と
で
障
が
い
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
が
い
に
な
っ
た
方

収
入
が
少
な
く
必
要
な
資
金
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
世
帯
、
精
神
障
が
い
の
あ
る
方
の
世
帯

特
定
疾
病
に
該
当
す
る
方

【
お
た
ず
ね
先

】
出
雲
保
健
所

身
体
障
が
い
者
手
帳
を
所
有
し
、
該
当
す
る
障
が
い
内
容
に
つ
い
て
手
術
な
ど
の
治
療
を
要
す
る
方

１
８
歳
未
満
で
、
該
当
す
る
障
が
い
内
容
に
つ
い
て
手
術
等
の
治
療
を
要
す
る
方

自
立
支
援
医
療

(

更
生
･
育
成
･
精
神
通
院

)

を
受
け
て
い
る
方

（
生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
一
部
所
得
区
分
を
除
く

）

常
時
、
外
出
時
に
車
い
す
を
利
用
さ
れ
る
方

常
時
、
外
出
時
に
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
利
用
さ
れ
る
方

運
転
免
許
を
所
有
し
な
い
障
が
い
者
の
方
が
、
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
す
る
場
合

在
宅
生
活
を
す
る
身
体
障
が
い
者
の
方
で
、
本
人
所
有
の
自
動
車
を

主
に
本
人
が
運
転
す
る
場
合
に
要
す
る
改
造
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全
額

半
額

20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 28 30 31 32 32 32 32 32 33 34 35 35

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 3

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 4

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 5

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 6

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 3

〇 〇 〇 〇 〇 0 〇 △ 4

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 5

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 6

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 3

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 4

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ 1

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ 2

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 3

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 4

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 5

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 6

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 1

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 2

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 3

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 4

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ A

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 B

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3

世帯主
18.歳
未満

在宅
原則

就学児
以上

有 有 有 有 有 有 有 有

該当 該当 該当 該当 該当

税 金 な ど の 減 免
補装具･日常生活用具
な ど

障 が い 福 祉 サ ー ビ ス な ど

該当ページ
　  　　　　    障がい区分

支給決定
には要審査

年齢制限など
主な条件

所得要件など

介護保険と共通するサービス

自
動
車
税
・

　
　
　
軽
自
動
車
税
の
減
免

所
得
税
・
住
民
税
の
控
除

相
続
税
・
贈
与
税
の
減
免

新
マ
ル
優
制
度
な
ど

N
H
K
放
送
受
信
料
減
免

携
帯
電
話
料
金
の
割
引

N
T
T
無
料
番
号
案
内

郵
便
料
金
の
減
免

各
種
施
設
利
用
の
割
引

保
育
所
保
育
料
・
給
食
費
の
軽
減

補
装
具
費
の
給
付

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
の
助
成

日
常
生
活
用
具
の
給
付

住
宅
改
修
に
関
す
る
給
付

介
護
給
付

(

居
宅
介
護
や
行
動
援
護
な
ど

)

訓
練
な
ど
給
付

(

自
立
・
就
労
支
援
な
ど

)

移
動
支
援
事
業

障
が
い
児
通
所
支
援

点
字
･
声
の
広
報
発
行
事
業

手
話
通
訳
者
等
の
派
遣
事
業

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

相
談
支
援
事
業

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

訪
問
入
浴
事
業

日
中
一
時
支
援
事
業

視覚

聴
覚
障
が
い
は
〇

聴
覚
障
が
い
は
〇

聴
力
30
ｄB

以上
70
ｄB

未満

聴覚
平衡機能

音声
言語
そしゃく

肢体不自由
上肢・下肢

体幹
運動機能等

内部機能
心臓・腎臓
小腸・肝臓

呼吸器・免疫
ぼうこう・直腸

障
が
い
年
金
の

受
給
が
あ
る
方

療育手帳

精神障がい者
保健福祉手帳

「障がい」の表記について
　出雲市では、｢障害｣の｢害｣の字が持つマイナスイメージや当事者への配慮から、原則的にひらがなで表記
しています。｢障がい｣の表記は、本来法律に基づき漢字表記をしなければならないものもありますが、この冊
子ではひらがなで表記している場合があります。ただし、固有名詞などは漢字で表記しています。

点
字
･
盲
人
用
点
字
郵
便
や
小
包
郵
便
、

聴
覚
障
が
い
者
用
小
包
郵
便
等
の
減
免

障
が
い
の
あ
る
方
で
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
り
、
介
護
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

障
が
い
の
あ
る
方
で
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
り
、
訓
練
等
の
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

障
が
い
の
あ
る
方
で
、
屋
外
で
の
移
動
に
介
助
や
支
援
が
必
要
な
方

障
が
い
の
あ
る
児
童

（
発
達
障
が
い
、
肢
体
不
自
由
児
、
重
症
心
身
障
が
い
児
な
ど

）
で
、

日
常
生
活
や
集
団
生
活
で
支
援
を
必
要
と
す
る
方

重
度
の
肢
体
不
自
由
と
重
度
の
知
的
障
が
い
が
重
複
す
る
方

在
宅
の
障
が
い
の
あ
る
方
の
保
護
者
ま
た
は
介
護
者
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画
を
作
成
し
ま
す

通
所
で
、
日
常
生
活
の
訓
練
や
創
作
活
動
、
生
産
活
動
の
機
会
に
よ
っ
て
、
社
会
交
流
を
促
進
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方

在
宅
生
活
を
す
る
障
が
い
者
の
方
で
、
自
宅
で
の
入
浴
が
困
難
な
方

家
族
等
の
都
合
に
よ
っ
て
、
日
中
の
一
時
預
か
り
が
必
要
な
障
が
い
の
あ
る
方

身
体
障
が
い
者
手
帳

意
志
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ

る
方
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